
別　紙

１．電気工作物の維持及び運用に関するための点検、測定及び試験項目は、原則として別添

　点検様式のとおりとする。

２．臨時点検及び試験

　（１）　次に掲げる電気工作物について、その都度異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じ

　　　　て高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。

　　　　ア　高圧機器が損壊し、受電施設の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、

　　　　　受電設備の全電気工作物。

　　　　イ　受電用遮断機（電気ヒューズ含む）が遮断作動した場合は、遮断作動の原因となった電気工

　　　　ウ　その他の電気機材に異常が発生した場合は、その電気工作物。

　（２）　高圧受配電設備に事故発生の恐れがある場合は、その都度点検、測定及び試験を行う。

３．電気管理技術者が実施する点検、測定及び試験の周期

必要に応じて

備　　　　考

詳細は、特記仕様書第４条に記載

点検、測定及び試験の基準 

　　　　　作物。

詳細は、特記仕様書第４条に記載

点検の種類

月次点検

臨時点検

点検の頻度

隔　月　5回

年次点検 年　１　回
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